
⼯事区間(約90m)

護岸のリフレッシュ工事を行います
工事期間：令和５年7月24日(月)～７年度（予定）

〇皆様へ施設を安全にご利用頂くため、護岸のリフレッシュ工事を行います。

〇工事の間は、護岸および駐車場への立ち入りができなくなります。

皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

【問い合わせ先】
国土交通省 北陸地方整備局 敦賀港湾事務所 総務課
電話 0７７０－２２－２５９０

【工事内容】

○現在の古いコンクリート護岸を撤去後、新たなコンク
リートブロックなどを設置し、護岸を復旧させます。

○工事期間中、護岸前面の水域にクレーン船を泊めて
作業を行います。

○安全確保のため工事期間中は護岸および駐車場を
立入禁止とさせていただきます。
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【位置図】福井県敦賀港

国⼟交通省が実施する「護岸リフレッシュ⼯事」
福井県が実施する「公衆トイレ補修⼯事」
はいずれも終了しました。

護岸への⼊場規制は令和７年４⽉１⽇に解除
しました。
皆様ご協⼒ありがとうございました。


